
当協会の

Facebook を開設

しました！ 

最新の人事労務

ニュースを配信

しております。 

 

 

  

  

 

 
 

 
   

 
 

 
 

 

 

 

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要になります 
 

2024年 4月 1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入す

る全ての事業場で、必ず、 

⚫ 専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加 

⚫ 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加し、 

裁量労働制を導入・適用するまで（継続導入する事業場では 2024年 3月末まで）に労働基準監督署

に協定届・決議届の届出を行う必要があります。 
 

(※) 専門業務型裁量労働制の対象業種に「銀行または証券会社における、顧客の合併・買収に関す

る調査または分析、およびこれに基づく合併・買収に関する考案および助言の業務」が追加され、

「19」の業務 → 「20」の業務が対象となります。 
 

 

 

① 本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める 
 

【専門業務型裁量労働制】 

・本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないことを労使協定に定める必

要があります。(※1) 

(※1)企画業務型裁量労働制は、これらを労使委員会の決議に定めることが既に義務づけられています。 

【専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制】 

・同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存することを労使協定・労使委員会の決議

に定める必要があります。(※2) 

(※2)企画業務型裁量労働制では、同意に関する記録を保存することを労使委員会の決議に定めること

が既に義務づけられています。 
 

② 労使委員会に賃金・評価制度を説明する 
 

【企画業務型裁量労働制】 

・対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関す

る事項（説明を事前に行うことや説明項目など）を労使委員会の運営規程に定める必要があります。 

・対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと

を労使委員会の決議に定める必要があります。 
 

③ 労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う 
 

【企画業務型裁量労働制】 

・制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項（制度の実施状況の把握の頻度や方法など）を労

使委員会の運営規程に定める必要があります。 
 

④ 労使委員会は 6か月以内ごとに 1回開催する 
 

【企画業務型裁量労働制】 

・労使委員会の開催頻度を 6か月以内ごとに 1回とすることを労使委員会の運営規程に定める必要があ

ります。 
 

⑤ 定期報告の頻度が変わります 
 

【企画業務型裁量労働制】 

・定期報告の頻度について、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して、初回は 6か月以内に 

1回、その後 1年以内ごとに 1回になります。 
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１. 対応が必要な事項 



 

 
 

 

「１.対応が必要な事項」のほか、今般の改正において様々な留意事項が追加されており、例えば

以下の事項があります。 

詳細については、改正後の「労働基準法第 38条の 4第 1項の規定により同項第 1号の業務に従事

する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」等をご覧ください。 
 

 
 

 
 

キャリアアップ助成金「正社員化コース」が拡充されました 
 

 

キャリアアップ助成金「正社員化コース」は、一定の要件を満たす有期雇用労働者等を正規雇用労

働者に転換等をした場合の助成金で、2023年 11月 29日以降に正社員化した場合に以下①～④が適用

されます。 
 

① 助成金(1人当たり)の見直し（拡充） 

支給対象期間が現行の「6か月」から「12か月」に拡充されます。拡充に伴い、6か月あたりの助成

額が見直されます。 

企業規模 現行 拡充後 

中小企業 57 万円 80 万円 

大企業 42.75 万円 60 万円 

※ 拡充後（中小企業の場合）：2期（12か月）で 80万円助成。（1期あたり 40万円） 

※ 有期から正規の場合の助成額。無期から正規の場合は上記の半額。 

※ 1人目の正社員転換時には、③または④の加算措置あり。 
 

② 対象となる有期雇用労働者の要件緩和（拡充） 

対象となる有期雇用労働者の雇用期間が現行の「6か月以上 3年以内」から「6か月以上」に緩和さ

れます。（3年以内の要件を撤廃） 

※有期雇用期間が通算 5 年を超えた有期雇用労働者についての助成額は「無期から正規」の転換と同額 
 

③ 正社員転換制度の規定に関する加算措置（新設） 

新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置が新設されます。 

加算額：20万円(大企業 15万円) 

※ 1事業所当たり加算額( 1事業所当たり 1回のみ) 

※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。 
 

④ 多様な正社員制度規定に関する加算措置（拡充） 

「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合の加

算額が増額されます。（※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。） 

加算額：中小企業 40万円・大企業 30万円(現行は中小企業 9.5万円・大企業 7.125万円) 
 

 

 

◆年末年始のお休みについて 
勝手ながら、12月 29日（金）～ 1月 4日（木）まで、当協会は業務をお休みさせていただきます。 

新年 1月 5日（金）より通常どおりの業務になりますので、よろしくお願いいたします。                                           

２. その他主な留意事項 

労務協会よりお知らせ 


